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港区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程（案）修正比較表 

港区議会の個人情報の保護に関する

条例施行規程（案）３月１０日現在 

港区議会の個人情報の保護に関する

条例施行規程（案）２月１３日時点 
備考 

（個人情報総括保護管理者等の設置） （個人情報総括保護管理者等の設置）  

第６条 条例第９条第１項に規定する保有個人情

報の安全管理のため、個人情報総括保護管理者

（次条第１項において「総括保護管理者」とい

う。）を置くものとし、区議会事務局長をもっ

て充てる。 

２ 議会の事務局（次項並びに次条第２項及び第

３項において「事務局」という。）に個人情報

保護管理者（次条において「保護管理者」とい

う。）を置くものとし、次長をもって充てる。 

３ 事務局に個人情報保護担当者（次条第３項に

おいて「保護担当者」という。）を置くものと

し、庶務担当係長をもって充てる。 

第６条 条例第９条第１項に規定する保有個人情

報の安全管理のため、個人情報総括保護管理者

（以下「総括保護管理者」という。）を置くも

のとし、区議会事務局長をもって充てる。 

２ 議会の事務局（以下「事務局」という。）に

個人情報保護管理者（以下「管理者」とい

う。）を置くものとし、次長をもって充てる。 

３ 事務局に個人情報保護担当者（以下「担当者」

という。）を置き、庶務担当係長をもって充てる。 

区の条文表記に合わせて、修正します。 

（総括保護管理者等の職務） （総括保護管理者等の職務） 

第７条 総括保護管理者は、議会が取り扱う個人

情報を適正に管理するため、保護管理者に対

し、個人情報の管理状況について報告を求め、

又は必要な措置を講じるよう命ずることができ

る。 

２ 保護管理者は、事務局において取り扱う個人

情報について条例第９条第１項の規定による管

理を行うため、所属職員を指揮監督しなければ

ならない。 

３ 保護担当者は、事務局において取り扱う個人

情報を適正に管理するため、保護管理者を補佐

しなければならない。 

第７条 総括保護管理者は、議会が取り扱う個人

情報を適正に管理するため、管理者に対し、個

人情報の管理状況について報告を求め、又は必

要な措置を講じるよう命ずることができる。 

２ 管理者は、事務局において取り扱う個人情報

について条例第９条第１項の規定による管理を

行うため、所属職員を指揮監督しなければなら

ない。 

３ 担当者は、事務局において取り扱う個人情報

を適正に管理するため、管理者を補佐しなけれ

ばならない。 

令和５年３月１０日 
区 議 会 事 務 局 
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（開示決定の通知） （開示決定等の通知） 令和５年２月１５日付けで示された全国市議会

議長会作成の条例施行規程（例）の修正版に合わ

せて、修正します。 

第１５条 略 第１５条 略 

（開示決定通知書等） （開示決定通知書） 適正な表記に修正します。 

第１６条 略 第１６条 略 

（訂正決定等期限特例延長通知書） （訂正決定等期限特例延長通知書）  

第２６条 条例第３６条第１項の書面は、訂正決

定等期限特例延長通知書（第１５号様式）とす

る。 

第２６条 条例第３６条の書面は、訂正決定等期

限特例延長通知書（第１５号様式）とする。 

令和５年２月１５日付けで示された全国市議会

議長会作成の条例施行規程（例）の修正版に合わ

せて、修正します。 

（利用停止決定等期限特例延長通知書） （利用停止決定等期限特例延長通知書） 

第３１条 条例第４３条第１項の書面は、利用停

止決定等期限特例延長通知書（第２１号様式）

とする。 

第３１条 条例第４３条の書面は、利用停止決定

等期限特例延長通知書（第２１号様式）とする。 

（実施状況の公表） （実施状況の公表）  

第３３条 条例第５１条の規定による公表は、次

に掲げる事項について、議長が適当と認める方

法により行うものとする。 

（１）個人情報取扱事務の登録の状況 

（２）条例第１２条第２項の規定による利用目的

以外の目的のための保有個人情報の利用及び

提供の状況 

（３）保有個人情報の開示請求等の状況 

（４）保有個人情報の開示請求等に対する可否の

決定状況 

（５）電子計算機による個人情報の処理状況 

（６）前各号に掲げるもののほか、議長が必要と

認める事項 

第３３条 条例第５１条の規定による公表は、次

に掲げる事項について、議長が適当と認める方

法により行うものとする。 

（１）個人情報取扱事務の登録の状況 

（２）目的外利用及び提供の状況 

（３）保有個人情報の開示請求等の状況 

（４）保有個人情報の開示請求等に対する可否の

決定状況 

（５）電子計算機による個人情報の処理状況 

（６）前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認

めた事項 

適正な表記に修正します。 

様式についても、全国市議会議長会作成の条例施行規程（例）の修正版等に合わせるため、第４・６・７・８・１１・１４・２０・２２号様式を除いた各

様式を別紙様式のとおり修正しました。 


